
【参考１】 

 

 

 

地域住民生活等緊急支援のための

交付金事業参照資料 

 
・プレミアム付商品券 
・ふるさと名物商品・旅行券 
・ＵＩＪターン助成金 
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プレミアム付商品券参照資料 

 

平成２７年１月 

まち・ひと・しごと創生本部事務局 

 

１． 目的 

市区町村（市区町村単位で実施できない場合は都道府県単位の場合もあり得

る）に所在し、地域振興に貢献する商店等において共通して使用できるプレミ

アム付商品券（以下、「商品券」）を発行することにより、地元消費の拡大、地

域経済の活性化に資することを目的とする。 

 

２． 交付金の充当対象経費について 

 交付金の充当対象経費については、以下の経費などが想定される。 

○商品券のプレミアム分経費 

○事務経費 

・商品券等印刷・発行費用 

・換金手数料（換金を行う金融機関等に支払う費用） 

・カード読取機（ＯＣＲ）等の設置費用 

・店舗用端末機、管理サーバー、チャージ用機器、プリンタ、ルーター、ケー

ブル、システム開発費等のプリペイドカード型商品券に係る費用 

・消費喚起効果の測定（後述）の実施に係る事務経費 

 

３． 商品券の販売額等 

（１）販 売 額：現金１０，０００円で例えば１１，０００～１２，０００円

分の商品券（５００円×２２～２４枚綴り等）で、購入上限

の設定（例えば、１人５セット５０，０００円分まで購入可

能であること）が一般的。 

（２）発行総額：億円単位での発行が一般的。 

（３）販売方法：商品券は先着順に自治体の指定する窓口にて受付販売し、完

売次第終了。（※）必要に応じて予約販売、窓口に来られない人への対応

を別途行う。 

（４）使用方法：取扱店で現金と同様に使用することが可能。（ただし、５００

円以下の買い物をしても釣銭がでないことを基本とする。）ま

た、商品券は地域振興に貢献する商店等の商品、サービスが

対象。ただし、次のものは対象外とする。 

       ＜例＞ 

・出資や債務の支払い 

・商品券、ビール券、酒券、図書券 

・切手、官製はがき、印紙 
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・仕入れ等の事業資金 

 

４． 取扱事業者等 

（１）地元消費の拡大、地域経済活性化の観点から、商品券を取り扱う事業者

（以下、「取扱店」）は、地域振興に貢献する商店等とする。 

（※）商品券は、地域振興の観点から、全国の商店街、商工会等の地元商店等

により構成される組織体において多くの発行実績があり、発行主体の多く

は、地元自治体からプレミアム分の経費及び商品券印刷費等の事務経費に

係る補助を受けている。 

（２）商品券の取扱を希望する事業者は、申込書に必要事項を記入・捺印の上、

商品券発行事務局（以下、「事務局」）に提出する。事務局は、会員証を作

成し、ステッカー等必要物品を取扱店に渡すこととする。取扱店は、必ず、

「取扱店ステッカー」を店頭の目立つところに表示する。 

（３）取扱店は、商品券の提示を受けた際は現金と同様に扱う。また、取扱店

は地元の金融機関（信用金庫、信用組合等）において商品券の換金を行う。

そのため、取扱店は当該金融機関の口座をあらかじめ開設しておく必要が

ある。 

 

５．商品券の内容 

（１）使用期間は、商品券発行から６ヶ月以内を基本とし、期限後は無効とす

る。 

（２）商品券使用の際の注意事項は以下のとおり。 

① 取扱店のみでの使用とする。 

② 現金とは引き換えない。 

③ 釣銭は支払われない。 

④ 発行者印、番号のない商品券は無効。 

⑤ 盗難、紛失又は滅失等に対し、発行者はその責を負わない。 

（※）必要に応じて適宜偽造防止等の措置を図る。 

 

６．換金手続き 

（１） 取扱店は、消費者より受け取った商品券を換金期間内に指定の金融機関

に持参する。その際、商品券裏面の取扱店欄に店名を押印、又は記入する。 

（２） 金融機関では取扱店より提出された商品券の額面金額を受付日後に、取

扱店の指定口座に振り込むこととする。 

 

７． 換金期間  

商品券発行から８～９ヶ月以内を基本とする。 
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８． 換金手数料 

額面の１～２％を商品券発行者側の負担とする例が多い。 

（※１）交付金の充当対象とすることも可能。 

（※２）事業者の規模に応じて換金手数料に差を設ける（会員で中小企業の場

合：０％、組合員で大企業の場合：４％、非組合員で中小企業の場合：

３％、非組合員で大企業の場合：１０％）例もある。 

 

９． 消費喚起効果 

 プレミアム付き商品券発行事業の消費喚起・誘発効果を測定するため、利用

者アンケート等を実施することが望ましい（利用者アンケートの例は別添参

照）。 

 効果を測定する方法としては、例えば利用者アンケートや産業連関表を用い

るなどの方法が考えられる。 

 

（例１）自治体Ａの消費喚起効果推計方法 

・利用者アンケートにより、「商品券の使用金額のうち、商品券の使用により、

通常（予定）より多め・高めに消費した金額（または商品券がなければ消費

しなかったであろう金額）」を質問したところ、回答者１人あたり 17,805 円

との回答が得られた。 

これを回答者１人あたりの商品券購入冊数 7.26 冊で除し、商品券１冊あたり

2,452 円の消費喚起効果があったと推計。これに総販売冊数 30 万冊を乗じ、

事業全体の消費喚起効果は、約７億 3,571万円と推計。 

 

（例２）自治体Ｂの消費喚起効果推計方法 

・利用者アンケートにより、商品券の利用金額のうち「a:日常の消費額（商品

券の購入がなくても、通常通り購入していた財・サービス）」、「b:商品券事業

で喚起された消費のうち商品券による支出分（商品券の購入をきっかけとして、

上記 a 以外の財・サービスを商品券で購入した分）」、「c：地域振興券事業で

喚起された消費のうち現金による追加支出分（上記 b を購入するために地域

振興券に加え現金で支払いを行った分）」の回答割合をそれぞれ算出（a：回答

数中 73.7%、b：同 26.3％）。一方 cは商品券利用額の 8.2％であった。これら

の構成比を利用総額に乗じ、事業規模の各金額を推計。a：約８億５千万円、b：

約３億円、c：約 9300万円と算出された。 

・商品券事業による消費喚起効果は、このうち b と c の金額を合算した約３億

9300万円と推計。 

 

（例３）自治体Ｃの消費喚起効果推計方法 

・利用者アンケートより、商品券利用者 985 名に対し、商品券を使って買物を

した内訳を聞いた結果、商品券の使用額の合計は 4,252 万円、商品券の使用
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に伴う買物の合計は 5,321万円（5,321万円のうち、新たな消費に結びついた

額は 1,675万円）との回答を得た。 

・商品券発行総額が 18.2 億円であるため、985 名のアンケートを元に試算する

と、商品券の使用に伴う消費総額は 22.8億円（18.2億円×5,321万円/4,252

万円）であり、このうち新たな消費に結びついた額（＝消費効果額）を 7.2

億円（1,675万円×18.2億円/4,252万円）と推計。 
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１０． 商品券発行と回収手順のフロー 

 

 

  
 

 

 

販売 
商品券代金

支払い 

 
 

商品券の使用期間 

（平成○年○月○日）ま

でに商品等を購入 

 

換金手続き 精算 

換金済み商品券の精算 

換金代金＋換

金手数料 

商品券発行者 

商品券購入者 

金融機関 

（信用金庫、信用組合等） 

取扱事業者 
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11．「ご当地カード（電子媒体）」を活用したプレミアム付き商品券発行事業に

ついて 

 プレミアム付き商品券において、紙媒体の商品券の代わりに「ご当地カード

（電子媒体）」を活用することで、地方自治体による商品券発行等の運営コスト

を抑えるとともに、消費行動のデータ分析がしやすくなり、加えて、地域にお

ける各種カード決済インフラの整備に繋がり、中長期的視点からも地域の消費

活性化が見込まれる。 

 ご当地カードについては、様々な形態のカード（プリペイド型電子マネー・

デビットカード・クレジットカード等）の活用が考えられるが、下記に「プリ

ペイド型電子マネー」における回収手順のフローを掲げたので参考とされたい。 

なお、ご当地カードを活用したプレミアム付き商品券の運営事業者の検討に

当たっては、当該カード発行のコストや利便さ（利用対象の範囲）のみならず、 

・プレミアム付き商品券の事業が、地元消費の拡大、地域経済の活性化といっ

た観点から適切に運用されることについての、運用事業者側においての協力

等体制 

・マネーロンダリング対策やセキュリティ対策といった、同カードの悪用防止

についての運用状況 

といったことを総合的に判断して選定が行われることが望まれる。 

 

＜回収手順のフロー＞〔プリペイド型電子マネー（参考）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

プレミアム分の使用期間 

（平成○年○月○日）までに

商品等を購入 

      

 

データ送受信 

チャージ分・プレミアム分付与 

 

 
 

 

ご当地カード

発行 

ご当地カー

ド申込 

 

地方自治体 

資金決済 

 

金融機関、カード発行

事業者 

消費者 

電子マネーチャージ 

 

プレミアム分請求 プレミアム分支払 

カ
ー
ド
読
取
端
末 

取扱事業者 
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（別紙１） 

会員証 

 

  

○○共通商品券 

取扱店証 

取扱店コード 

店名 

代表者名 

取扱店ステッカー（例） 

○○共通商品券 

取扱店 
商品券 ご利用下さい。 
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（別紙２） 

商品券取扱店一覧 

 

 商品券は、以下の取扱店において、使用することができる。 

 

商店名 業種 電話番号 

○○商店   
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（別紙３） 

取扱金融機関一覧 

 

○○信用金庫（金融機関コード：  ） 

支店名 支店コード 住所 電話番号 

    

    

    

    

    

    

 

○○信用組合（金融機関コード：  ） 

支店名 支店コード 住所 電話番号 

    

    

    

    

    

    

    

 

○○銀行（金融機関コード：  ） 

支店名 支店コード 住所 電話番号 
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（別紙４） 

商品券の例 

 

（表面）         

          

          

          

          

          

          

 

 

（裏面） 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

（注）表面は、点線に沿って切り取る。（切り取られた商品券は無効となる。）

裏面は、引換店の欄にスタンプ又は商店名を記載する。 

  

○○共通商品券 

 

５００円 

発行：○○○ 

使用有効期限：平成○年○月○日まで ※有効期限を過ぎた商品券は使用できません。 

「○○共通商品券」のご利用について 

 
この商品券は、の商品券取扱店にて、商品とお引換え 

します。 

この商品券は、現金と引換え致しません。 

この商品券は、おつり銭の出ないようにご注意下さい 

この商品券に、発行者印、番号のないものは無効です。 

この商品券の盗難、紛失又は滅失等に対しては、 

発行者はその責を負いません。 
 

この商品券は、表面記載の有効期限を経過したものは無効です。 

販売店 

引換店 

※換金期間は平成○年○月○日までです。 

発行者 

印 
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（別紙５） 

商品券換金申込書の例 

 

（１枚目） 

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

（注）お申込印には金融機関への届け印を捺印する。ご入金額には、換金枚数

×500円を記入。 

 

（２枚目） 

  

金融機関 御中 

加盟店名 お申込印 

換金申込日 取扱店コード 

＜指定預金口座及びご入金額＞ 

口座番号 

普通当座 

換金枚数 ご入金額 

※換金単価は 500円です。 

商品券換金申込書 

回収年月日 取扱店コード 

金融機関コード 支店コード 

普通当座 

口座番号 回収枚数 受付印 検印 

※金融機関コード、支店コードは 

各金融機関でご記入下さい。 

 

商品券回収伝票 
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（別添） 

プレミアム付き「○○商品券」 
利用実態に関するアンケート調査 

 
 
 

このアンケート調査は、プレミアム付き「○○商品券」の利用の実態等を調査し、

地域経済に対しどの程度の影響・効果があったのかを把握することを目的としており

ます。 
この調査票に記入された内容は、コンピュータ集計により統計的に処理し、本調査

目的以外には使用いたしません。個人にご迷惑が掛かることは一切ございませんの

で、率直なご意見をお聞かせ下さい。 
ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ご協力の程、よろしくお願い致します。 
※アンケートのご回答は、○月○日（○）までにお願いいたします。 

 
＜アンケートについてのお問い合わせ先＞ 

〒 
住所： 
○○商店街  
連絡先： 

 
 

＜記入要領＞ 
・ 選択式の場合、お答えは、当てはまる番号に○をつけて下さい。なお、「その他」を

選択された場合は、（  ）内に具体的内容をご記入下さい。 
・ 直接回答を記入していただく場合は（  ）などの記入欄にご記入下さい。 

 

 

 

 

平成○年○月 
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はじめにあなたご自身のことについておたずねします。 
 

性 別 ① 男性       ② 女性 

年 齢 
① 20 歳代以下       ② 30 歳代 ③ 40 歳代 
④  50 歳代 ⑤ 60 歳代以上 

 
 

問１． 『プレミアム商品券（以下、商品券）』を何円分入手されましたか。 

 

① 11,000 円分（１冊） ② 22,000 円分（２冊） ③ 33,000 円分（３冊） 

④ 44,000 円分（４冊） ⑤ 55,000 円分（５冊） ⑥ 66,000 円分（６冊） 

 ⑦ 77,000 円分（７冊） ⑧ 88,000 円分（８冊） ⑨ 99,000 円分（９冊） 

 ⑩ 110,000 円分（１０冊） ⑪ その他（       円分（   冊）） 
 

問２．商品券を主に利用したのは、次のどのようなお店ですか。あてはまるもの全てに○印をつけ

て下さい。 
 

① 食品スーパー・総合スーパー ② 衣料品店 ③ 飲食店・食事処 
④学習塾・教育施設等 ⑤ 娯楽・レジャー施設、宿泊施設等 ⑥ 理美容店  
⑦ タクシー等 ⑧ その他（                    ） 

 
 

問３．商品券を使った店舗では、実際にどのような目的で商品・サービスを購入されましたか。以

下にあてはまるおおよその金額（千円単位）をそれぞれ数字でお書きください。なお、振興券

の利用期間が残っていますので、予定を含めてお答えください。 
 

商品券の使用目的 商品券での支払い 
商品券での支払いにあわせ 

追加支出した現金等 

ａ．普段の買い物を商品券で 
支払った 

①  
千円  

ｂ．商品券の入手がきっかけと 
なった商品・サービスの購入 

② 
千円 

④ 
千円 

合計 
③（①+②） 

千円  

※ここでは、以下のケースでの商品・サービスの購入金額を合計してください。 

これまで欲しかった商品・サービスを購入した場合やいつもより多少高価な商品・サービスを購入した場合、い

つもより多めに購入した場合 

 

⇒ 上記で「ｂ」に金額を記入された方は、「問４」にお進みください。 
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問４．問３の「ｂ．商品券の入手がきっかけとなった商品・サービスの購入（②及び④）」について、

該当する項目へ分類し、内訳金額（千円単位）をそれぞれ数字でお書きください。 

※ 分類できない商品等があれば、金額の高い順に 2 つまで「その他（   ）」にご記入くだ

さい。 
 

番

号 
分  類 

②振興券の入手がきっかけと 

なった商品・サービスの購入 

＜振興券での支払い分＞ 

④振興券での支払いにあわせ 

追加支出した現金等 

＜振興券以外での支払い分＞ 

(例) 家電製品 １１５     千円 ２０     千円 

１ 生鮮食料品 千円 千円 
２ 加工食品、飲料等 千円 千円 
３ 衣類、寝具 千円 千円 
４ 家具・建具等 千円 千円 
５ 家電製品 千円 千円 
６ 宝飾品、かばん、革製品 千円 千円 
７ 時計、眼鏡 千円 千円 
８ 化粧品、医薬品 千円 千円 
９ 台所用品 千円 千円 
10 自動車、自転車本体 千円 千円 
11 自動車関連部品 千円 千円 
12 玩具・娯楽用品 千円 千円 
13 住宅関連 千円 千円 
14 娯楽・レジャー 千円 千円 
15 外食 千円 千円 
16 美容、エステ等 千円 千円 
17 教養、教育 千円 千円 
18 その他(       ) 千円 千円 
19 その他(       ) 千円 千円 

    
 

問５．購入した商品・サービスのうち 10,000 円程度以上のものがあれば具体的な品名をお書きくだ

さい。 
 

（例）液晶テレビ、ソファー、自転車 など 

 

 
 

 
これでアンケート調査は終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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ふるさと名物商品・旅行券 参照資料 

 

平成２７年１月 

まち・ひと・しごと創生本部事務局 

 

１．目的・概要 

 

地域の名物商品・観光資源に対する消費を、購入者への助成により、喚起・

拡大を図るもの。知名度向上、マーケティング戦略強化など、ローカル・クー

ルジャパン戦略の強化や観光地域づくりにも貢献する。 

 

具体的には、ネットの通販サイト等で、自治体が指定した、「ふるさと名物商

品や地元を旅行できる「ふるさと旅行券」を対象に、消費者が本来の価格から

割り引かれた価格で購入できるよう、その販売実績に応じて割引分を事業者等

に助成する仕組みを導入する（消費者へは間接補助）。 

 

指定された「ふるさと名物商品」や「ふるさと旅行券」は、各自治体が提携

したサイト等で販売する。加えて、国は、各地域がそのふるさと名物商品等を

競いあえる企画サイトを掘り起こし、各地域自慢の名物を出展、販売競争でき

る市場も用意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

２．交付金の充当対象経費について 

 

交付金の充当対象経費については、以下のような経費が想定される。 

 

  ○割引金額（販売実績×割引率） 

    ・ふるさと名物商品の割引率 

域内消費の喚起を促すプレミアム商品券の一般的なプレミアム率（１～２割）

を踏まえ、域外からのふるさと名物商品の消費を促すことが目的のため、例え

ば３割程度を想定。 

    ・ふるさと旅行券の割引率 

      域外から観光客を呼び込むためには大胆な割引率の設定を想定。例えば、茨

城県のプレミアム付宿泊券は、額面 5000円を 2500円で購入できる（割引率 5

割）。ただし、購入限度は 1人あたり 8枚まで、使用限度は 1泊 1人あたり１枚

までなどの限定あり。なお、ふるさと旅行券には宿泊以外の食事、買い物、交

通費などを組み込んでも良い。 

○各自治体のサイトの構築・改修費用（各自治体が外部の通販サイト等に

委託する場合は、委託費用を含む。また、各自治体が連携して、ふるさ

と名物商品等を競い合う企画サイトに出展等する場合は、その出展費用

を含む） 

※販売価格の１０％程度をサイト運営費に充てることとし、売れれば売れ

るほど、サイト運営者がインセンティブを受ける仕組みとする。 

○生産者や宿泊施設等のサイトへリンクを設定するための改修費 

○ふるさと旅行券印刷費用 

○紙媒体のふるさと名物商品カタログ・宿泊施設リストの製作費 

○域外消費者への広告費用 

○販売窓口の設置費 

○問合せ等対応員・販売員の研修費用、マニュアル作成費 

○問合せ等対応員・販売員の人件費 

○消費喚起効果の測定（後述）の実施に係る事務経費 

 

 

 

３．ふるさと名物商品・旅行券の条件 

 

（１）ふるさと名物商品 

 

  ○自治体内で製造・加工・提供されている商品。 

  ○地元では特産品として広く認められている商品。 

  ○一方で全国的に知名度不足のもの。 
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  ○マーケティング戦略（潜在顧客の特定、商品力の強化等）の弱さから市

場化できずにいる商品。 

  ○その他必要に応じて 

・食品については、賞味期限が２週間以上であること。 

・運搬に耐えうる商品であること。 

 

 

（２）ふるさと旅行券 

 

  ○自治体内にある宿泊施設で使える旅行券。 

  ○宿泊施設は、旅館業法第３条第１項の営業許可など、当該施設を運営す

る上で必要な許可を得ていること。 

  ○宿泊施設は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条

第６項第４号に規定される施設でないこと。 

  ○宿泊施設は、都道府県の暴力団排除条例等を順守すること。 

  ○その他公序良俗に反しないこと。 

  ○企画とセットでＰＲし、リピーターを増やす取組みを行うもの。 

 

（３）ふるさと名物商品・旅行券に関する企画サイトへ出展する場合 

  ○各自治体が連携してローカル・クールジャパン戦略の強化や観光地域づ

くりを促進することに貢献するため、国は、例えば、以下のようなテー

マ（現段階ではあくまでも例示）のサイトを、あらかじめ掘り起こして

おくこととする（もちろん、自治体自ら提案することも可）。 

  ○（１）及び（２）の要件を満たす、こうしたサイトへの出展も、対象と

する。 

 

（ふるさと名物商品等の企画例） 

・ローカル・クール・グルメ 

   地方の有名レストランと食材を堪能しよう・・・地域の人のみぞ知る有

名レストランとそのレストランが利用している食材を肝に企画。有名レスト

ラン含む周辺周遊旅行券と当地の食材等銘品をネットで販売。 

・ママ簡単ごはんセット 

        家族で食べよう…地域の隠れた美味しいレトルト食品や缶詰。ちょっと

温め、白いご飯だけ炊けば、子供達と幸せ晩御飯！料理を作る時間のない、

働くママ応援と食育を推進。都心のアンテナショップカフェと連携。 

     ・現代技術で蘇る伝統の銘品 

        古くからある技術が現代に合わせた新しいデザインで蘇った製品とその

製造工程を旅行・販売・・・数百年に及ぶ歴史のある職人の技を現代の生

活様式に応じて新しいデザインで生み出されている地方の銘品を堪能。 
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・殿様・サムライセット 

昔の殿様やサムライが食していた地域の食べものや地酒を、器や小物も

セットで販売、酒蔵ツアーや城ツアーと連携。 

・酒蔵の女将セット 

杜氏など男社会の酒蔵だが、実は女将の料理やアイデア品が結構ある。

粕で作るラーメン、化粧品等。 

・日本版メドックマラソン 

        ワイナリーツアーマラソンの日本版。酒蔵や地域産品や名所をまわるマ

ラソン大会ツアー。 

・デジタル・デトックスツアー 

        スマホも時計も一切禁止の大人キャンプ（アメリカで話題）。都会のデジ

タルライフに疲れた老若男女が豊かな自然の中で、リアルなつながりを取

り戻す。様々な自然アクティビティや地域の食事を用意。地方、田舎なら

ではのツアーを用意。 

・GCB47 

地元ソングを作詞作曲演奏するキャラバンド。1人人間で残りはキャラ。

地元の名産品等を紹介する曲を地元の人達と作り、ネット配信し通販。地

域でのライブや参加型コンテストも。 

・ご当地ゲームアプリ 

        ご当地キャラが薦める地元産品等のネット販売を絡めたゲームアプリを

構築。 

     ・イベント参加者限定宿泊券 

        地域開催のマラソン大会など、域外からの参加者に対象を限定して発行。 

     ・連泊限定宿泊券 

        地域への滞在を促進するため、２泊以上連泊する場合に限定し、周辺観

光施設の周遊プランとセットで発行。 

 

 

 

４．販売方法・使用方法 

 

  ○各自治体のサイトや、委託先である外部通販サイトでの販売を基本とし、

必要に応じてカタログ（行政機関や観光協会の窓口等に設置）による販

売も併用する。また、販売窓口（都市圏の物産館や百貨店、旅行会社等）

を設定することも可能とする。 

  ○ふるさと名物商品等を競い合える企画サイトに商品等を出展し、販売競

争することも可能とする。 

  ○サイトやカタログ、販売窓口では、交付金事業であることを明らかにす

るとともに、本来の価格と割引後の価格（助成後の価格）を明示し、そ
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の差額に対し助成があることを消費者が明確に認知できるようにする。 

  ○先着順に販売し、完売次第終了。必要に応じて、窓口に来られない人へ

の対応を別途行う。 

  ○ふるさと旅行券は、宿泊施設の清算において、現金と同様に使用するこ

とが可能（ただし、釣銭がでないことを基本とする。） 

 

 

 

５．事業者や宿泊施設の募集 

 

  ○都道府県が、ふるさと名物商品（数の上限設定あり）やふるさと旅行券

を利用できる宿泊施設（数の上限設定あり）を公募する。 

  ○市町村も、ふるさと名物商品（数の上限設定あり）やふるさと旅行券を

利用できる宿泊施設（数の上限設定あり）を公募して、都道府県に提案

できる。 

  ○ふるさと名物商品については、１社○商品まで（数の上限設定あり）と

する（同一商品で入数違いは同じ商品とするが、味や仕様違いは別商品

とする。）。また、複数品製造できるものであることとする（一点ものの

商品は対象外）。 

○ふるさと旅行券については、１施設当たりの使用制限は設定しない。 

 

 

 

６．事業期間 

 

  ○自治体によるふるさと名物商品や宿泊施設の選定、サイトの構築・委託

事業者の決定等については、少なくとも３ヶ月程度が必要。 

  ○また、事業開始前１ヶ月程度前には、サイト等を立上げ周知活動を行う。 

  ○このため、事業期間は、ふるさと名物商品やふるさと旅行の季節性もあ

るため、事業期間は２０１５年夏頃〜２０１６年夏頃（Ｐ）までとする。 

○ふるさと名物商品やふるさと旅行券の期間内消費・利用に助成することで、

地方の市場創出と消費喚起を確実なものとする。 

 

 

 

７．ふるさと旅行券の内容・換金 

 

（１）ふるさと旅行券の使用の際の注意事項 
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  ○利用可能な宿泊施設のみでの使用とする。 

  ○現金とは引き換えない。 

  ○釣銭は支払われない。 

  ○発行者の印や番号がない旅行券は無効とする。 

  ○盗難、紛失又は滅失等に対し、発行者はその責を負わない。 

 

 

（２）ふるさと旅行券の換金 

 

  ○宿泊施設は、ふるさと旅行券の購入者より受け取った旅行券を換金期間

内（事業期間及びその後１〜２ヶ月間）に所定の様式を添えて発行者に

持参又は郵送により換金の申請を行う。その際、ふるさと旅行券裏面の

宿泊施設欄に宿泊施設名を押印又は記入する。 

  ○発行者は、宿泊施設より提出された旅行券をチェック後、額面金額を受

付日以降に口座振込により支払うこととする。 

 

 

 

８．ふるさと名物商品の運用の流れの例  
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９．ふるさと旅行券の運用の流れの例  

 

 

 

 

１０．消費喚起効果等 

 

  ○ふるさと名物商品・旅行券の消費喚起・誘発効果を測定するため、サイ

トの購入情報の分析をするとともに、アンケート調査等を実施する。 

  ○また、サイトの購入情報等をデータベースとして整備し、地域自らが今

後のマーケティング戦略に役立てるようにする。 

  ○自治体のふるさと名物商品・旅行券のサイト情報を一元化したポータル

サイトを地域活性化統合事務局（Ｐ）のＨＰに設置し、全国に対し統一

的に情報発信を行う。 

○消費喚起効果推計方法は以下のようなものが想定される。 

（例）利用者アンケートにより、「ふるさと名物商品等を割引価格で購入

することに加え、通常（予定）より多め・高めに消費した金額（ま

たは、ふるさと名物商品等を割引価格で購入できるサイトがなけれ

ば、消費しなかったであろう金額）」を質問し、回答者１人あたり

の金額を得る。この回答者１人あたりの金額に、ふるさと名物商品

等を購入した全体人数を乗じ、事業全体の消費効果を推計。 

 

 

 

（参考）「ふるさと名物応援事業」について 

 

  ○中小企業庁（経済産業省）は、中小企業・小規模事業者が地域資源を活

用して「ふるさと名物商品」を商品開発・販路開拓する取組みを支援し、
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地域発の魅力ある商品・サービスの供給を促進する。 

  ○具体的には、以下の支援を行う。 

・ 中小企業・小規模事業者が、地域資源活用促進法（注）の認定を受け

た事業計画に基づき行う商品・サービスの試作開発等の費用の補助（補

助上限 500万円等、補助率 2/3） 

（注）中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成

19 年法律第 166 号） 

・ 中小企業グループが、地域資源を活用した「ふるさと名物」のブラン

ド化のための取組などの費用を補助（補助上限 2,000万円、補助率 2/3）。 

・ 小売事業者やネット事業者が行う、「ふるさと名物」に関する消費者嗜

好の把握や、特徴を活かした販路開拓などの取組の費用を補助（補助

上限 1,000万円、補助率 1/2、2/3） 

  ○ふるさと名物応援事業による事業者支援と交付金事業である「ふるさと

名物商品・旅行券」による消費者支援が、車の両輪となり、相乗効果を

発揮して、「ふるさと名物商品」をテコとした地域経済の好循環の実現を

図る。 
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【その他参考資料】 

（別紙１） 

○○ふるさと旅行券 利用可能宿泊施設一覧 

 

 旅行券は、以下の宿泊施設において、使用することができる。 

 

宿泊施設名 住所 電話番号 ＨＰアドレス 

○○ホテル    
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（別紙２） 

旅行券の例 

 

（表面）         

          

          

          

          

          

          

 

 

（裏面） 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

（注）表面は、点線に沿って切り取る。（切り取られた旅行券は無効となる。）

裏面は、宿泊施設の欄にスタンプ又は記載する。 

  

○○○○ふるさと旅行券 

 

１０，０００円 

発行：○○○ 

使用有効期限：平成○年○月○日まで ※有効期限を過ぎた商旅行券は使用できません。 

「○○ふるさと旅行券」のご利用について 

 
この旅行券は、〇〇の宿泊施設にてご利用できます。 

この旅行券は、現金と引換え致しません。 

この旅行券は、おつり銭の出ないようにご注意下さい。 

この旅行券に、発行者印、番号のないものは無効です。 

この旅行券の盗難、紛失又は滅失等に対しては、 

発行者はその責を負いません。 
 

この旅行券は、表面記載の有効期限を経過したものは無効です。 

宿泊施設名 

※換金期間は平成○年○月○日までです。 

発行者 

印 

NO,000 
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（別紙３） 

旅行券換金申込書の例 

 

（１枚目） 

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

（注）お申込印には金融機関への届け印を捺印する。 

 

（２枚目） 

 

 

  

【発売者】 御中 

宿泊施設名 お申込印 

換金申込日：平成〇〇年〇〇月〇〇日 

＜預金口座及び申請額＞ 

口座番号 普通当座 被利用枚数 申請額 

 

旅行券換金申込書 

受付年月日 宿泊施設コード 

金融機関コード 支店コード 

普通当座 

口座番号 回収枚数 受付印 検印 

※金融機関コード、支店コードは 

各金融機関でご記入下さい。 

 

旅行券回収伝票 

振込日 

換金額 
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（別紙４） 

「ふるさと名物商品」サイト 
利用実態に関するアンケート調査 

 
 
 

このアンケート調査は、「ふるさと名物商品」サイトの利用の実態等を調査し、地

域経済に対しどの程度の影響・効果があったのかを把握することを目的としておりま

す。 
この調査票に記入された内容は、コンピュータ集計により統計的に処理し、本調査

目的以外には使用いたしません。個人にご迷惑が掛かることは一切ございませんの

で、率直なご意見をお聞かせ下さい。 
ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ご協力の程、よろしくお願い致します。 
※アンケートのご回答は、○月○日（○）までにお願いいたします。 

 
＜アンケートについてのお問い合わせ先＞ 

連絡先： 

 
 

＜記入要領＞ 
・ 選択式の場合、お答えは、当てはまる番号に○をつけて下さい。なお、「その他」を

選択された場合は、（  ）内に具体的内容をご記入下さい。 
・ 直接回答を記入していただく場合は（  ）などの記入欄にご記入下さい。 

 

 

 

 

平成○年○月 
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はじめにあなたご自身のことについておたずねします。 
 

性 別 ① 男性       ② 女性 

年 齢 
① 20 歳代以下       ② 30 歳代 ③ 40 歳代 
④  50 歳代 ⑤ 60 歳代以上 

 
 

問１． 『ふるさと名物商品』サイトでいくらの品物を購入されましたか。 

 

本来価格での購入金額：     円、割引後の価格での購入金額：      円 
 

 

問２．実際にどのような目的でふるさと名物商品を購入されましたか。以下にあてはまるお

およその金額（千円単位）をそれぞれ数字でお書きください。 
 

購入別 
割り引かれた商品の 

購入金額 

割り引かれた商品の購入に

あわせ、割り引かれていない

商品も同時に購入した場合、

その購入金額 

ａ．日常の買い物を割引価格で購

入できるサイトを通じて購入 
①  

千円  

ｂ．割引価格で購入できるサイト

があることによる商品・サービス

（ふるさと名物商品以外も含む）

の購入 

② 
千円 

④ 
千円 

合計 
③（①+②） 

千円  

※ここでは、以下のケースでの商品・サービスの購入金額を合計してください。 

これまで欲しかった商品・サービスを購入した場合やいつもより多少高価な商品・サービスを購入した場

合 

 

⇒ 上記で「ｂ」に金額を記入された方は、「問３」にお進みください。 
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問３．問２の「ｂ．割引価格で購入できるサイトがあることによる商品・サービス（ふるさ

と名物商品以外も含む）の購入（②及び④）」について、該当する項目へ分類し、内訳金額

（千円単位）をそれぞれ数字でお書きください。 
※ 分類できない商品等があれば、金額の高い順に 2 つまで「その他（   ）」にご記入ください。 
 

番

号 
分  類 

②割り引かれた商品の購入金

額 

④割り引かれた商品の購入に

あわせ、割り引かれていない商

品も同時に購入した場合、その

購入金額 

(例) 家電製品 １１５     千円 ２０     千円 

１ 生鮮食料品 千円 千円 
２ 加工食品、飲料等 千円 千円 
３ 衣類、寝具 千円 千円 
４ 家具・建具等 千円 千円 
５ 家電製品 千円 千円 
６ 宝飾品、かばん、革製品 千円 千円 
７ 時計、眼鏡 千円 千円 
８ 化粧品、医薬品 千円 千円 
９ 台所用品 千円 千円 
10 自動車、自転車本体 千円 千円 
11 自動車関連部品 千円 千円 
12 玩具・娯楽用品 千円 千円 
13 住宅関連 千円 千円 
14 娯楽・レジャー 千円 千円 
15 外食 千円 千円 
16 美容、エステ等 千円 千円 
17 教養、教育 千円 千円 
18 その他(       ) 千円 千円 
19 その他(       ) 千円 千円 

    
 

問４．購入した商品・サービスのうち 10,000 円程度以上のものがあれば具体的な品名をお書

きください。 
 

（例）液晶テレビ、ソファー、自転車 など 

 
 これでアンケート調査は終わりです。ご協力ありがとうございました。 
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（別紙４） 

「○○ふるさと旅行券」 
利用実態に関するアンケート調査 

 
 
 

このアンケート調査は、「○○ふるさと旅行券」の利用の実態等を調査し、地域経

済に対しどの程度の影響・効果があったのかを把握することを目的としております。 
この調査票に記入された内容は、コンピュータ集計により統計的に処理し、本調

査目的以外には使用いたしません。個人にご迷惑が掛かることは一切ございません

ので、率直なご意見をお聞かせ下さい。 
ご多忙のところ誠に恐縮ですが、ご協力の程、よろしくお願い致します。 
※アンケートのご回答は、○月○日（○）までにお願いいたします。 

 
＜アンケートについてのお問い合わせ先＞ 

〒 
住所： 
○○○○市区町村 
連絡先： 

 
 

＜記入要領＞ 
・ 選択式の場合、お答えは、当てはまる番号に○をつけて下さい。なお、「その他」を

選択された場合は、（  ）内に具体的内容をご記入下さい。 
・ 直接回答を記入していただく場合は（  ）などの記入欄にご記入下さい。 

 

 

 

 

平成○年○月 
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はじめにあなたご自身のことについておたずねします。 

性 別 ② 男性       ② 女性 

年 齢 ② 20歳代以下   ② 30歳代  ③ 40歳代  ④  50歳代  ⑤ 60歳代以上 

居住地          都・道・府・県         市・区・町・村 
 

問２． 『ふるさと旅行券（以下、旅行券）』を何円分入手されましたか。 

                  円 （            円分の旅行券） 
 

問２．旅行券を主に利用したのは、どのような目的ですか。また、何人でのご旅行ですか。 

目的 ① 家族旅行   ② 友人・知人との旅行   ③出張等仕事 
④ その他（                            ） 

人数                        人 

 

問３．旅行券が無かった場合でも旅行は実施していましたか。 

実施していた ⇒問４へ  ・  実施していなかった ⇒問５へ 

 

問４．問３で「実施していた」を選択した方は、始めから〇〇〇へ行く予定でしたか。 

予定していた  ・  他の地域を予定していた 

              ⇒具体的に（                   ） 

 

問５．旅行券を使った旅行では、どれくらい商品・サービス等購入されましたか。 

以下にあてはまるおおよその金額（千円単位）をそれぞれ数字でお書きください。 

商品券の使用目的 旅行券での支払い 追加・旅行券以外で支出した 
現金等 

ａ．宿泊費          千円           千円 

ｂ．お土産                 千円 

Ｃ．お食事 
（宿泊費に含まれないもの） 

               千円 

Ｄ．テーマパークや 
体験メニュー等            千円 

Ｅ．その他  
            

千円 

合計               千円              千円 

これでアンケート調査は終わりです。ご協力ありがとうございました。 



【参考】ふるさと旅行券（都道府県イメージ）

各都道府県におけるイメージ

消費者
（旅行者）

都道府県

民宿 農家民泊

10,000円宿泊券を
8,000円で販売B町

ホテル 旅館 キャンプ場

5,000円宿泊券を
4,000円で販売A市

web閲覧
旅行券購入

webによる情報発信
市町村と連携したPR

各市町村の事業内容や観光情報を一括して発信等を行うほか、実施が無いエリアを念頭に
おいた事業の実施、都道府県全域を対象とした事業の実行などを行う。

各市町村

●実施市町村と連携した事業
●市町村の実施が無いエリアを念頭に置いた事業
●都道府県全域を対象とした事業 等

●各地域実情に応じた事業の実施

各市町村ごとのプロモーション

現地で旅行券
購入も可能



【参考】ふるさと旅行券（各地域における実施例）

実施例 ① 実施例 ②

実施例 ③ 実施例 ④

温泉地周辺の飲食店やお土産店等へ
観光客を誘客し、消費を促進

地域限定商品券や施設利用券の配布

新たに開業する新幹線駅からの送客
を促進し、開業効果を高める

バスや鉄道運賃、レンタカー利用者を
対象とした高速道路料金の負担

レンタル料金減額やリフト券配布

○各市町村は地域の観光資源等を活かした宿泊客を対象とした事業を行い域外消費を喚起
○利用者を対象としたアンケート調査を行い、経済効果の検証を行うとともに今後のマーケティ
ング戦略等に役立てる

複数地域・民間事業者との連携を図り、事業効果を高めることも可能

地方空港を活用し、国内外からの
団体ツアーを誘客

ツアーバス代金の一部負担

スキー場周辺のホテルや旅館、ペンション
等への観光客誘客を促進する
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都市部の
大企業等

地域の
中堅・

中小企業

直接ケース

受入費用
半額助成

お試し就業
（ UIJターンを伴う
出向、有期雇用）

都道府県
実施計画に基
づき、交付金を
事前配分

人材あっせん事業者等
経由ケース

いきなりの「転職」決心は
無理がある。

双方への丁寧なコンサル
ティングが必要なのに、十分
な手数料が取れない。

即採用は難しい。
出向経費を全額負担
するのも厳しい。

 コンサルティングを受けながら、お試し
就業を受け入れてみる。
• 経営人材、経営サポート人材
• ＢＰＲ等の内部改善リーダー
• 販路開拓・新事業進出リーダー 等

 事業改善計画提出やしっかりした人材
あっせん事業者の利用等が条件。

 創生本部が実施するプロフェッショナ
ル人材事業による体制整備と連携。

ＵＩＪターン助成金 参照資料 

 

平成２７年１月 

まち・ひと・しごと創生本部事務局 

 

１． 目的・概要 

地域の中堅・中小企業では、経営等に携われるプロフェッショナル人材の不

足が目立つ一方、都市部の大企業等においては 30代から 50代で事業企画・運

営に実績のある人材に余裕がある状況にある。地方創生を実現していくために

はこうした人材のＵＩＪターンを促進していくことが重要であるが、現実には、

移住による生活環境の変化、受入企業及び人材双方のマッチング不全などによ

り、地方への転職が進んでいない。 

 

この問題を解決するためには、人材コンサルティングを活用した丁寧なマッ

チングの徹底と、正式雇用前の「お試し就業」の活用が必要となるが、基本的

には給与が下がる方向の転職となるため、人材コンサルティングへの手数料が

出にくく、加えて、お試し就業費用もなかなか捻出できないという課題が残る。 

このため、地域の中堅・中小企業が、大都市のプロフェッショナル人材を受

け入れるための「お試し就業」を実施する際、一定期間、企業の受入費用の半

額を助成するＵＩＪターン助成金制度を創設する。 

受入側の費用負担を大胆に助成することで、地方への転職マーケットを一気

に創出し、受入企業側にはその意義と人材確保の見通しを、求職者には自分に

あった転職先が確保できるとの予見可能性を、広めることを狙う。 
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２． 「お試し就業」とは 

お試し就業とは、プロフェッショナル人材と受入企業の双方が正式雇用の採

否を判断するために、有期の雇用契約または出向契約に基づいて、一定期間、

受入企業で就業することを言う。 

受入企業での就業に当たっては、求職者側が、現在勤務している企業を退職

する場合、既に求職中である場合、在籍出向の場合など、様々な形態が考えら

れる。 

 

３． お試し就業期間 

成功事例を見ると、一般的には３か月程度で、プロフェッショナル人材と受

入企業の双方での見極めが済むことが多いことから、３か月をお試し就業期間

の上限とすることを推奨する。 

ただし、地域の実情や個別事情により、見極めにはさらに長い期間が必要と

なることも考えられるため、最長で６か月までをお試し就業期間とすることも

考えられる。 

 

４． プロフェッショナル人材の対象 

受入対象となるプロフェッショナル人材は、都市部において、大手企業等で

の事業企画・運営などの実績を有し、かつ、受入企業である地方の中堅・中小

企業において事業創出力の強化に繋がるような活躍が期待できる人材とする

（主に、30代から 50代の人材を想定）。具体的なイメージについては以下のと

おり。 

 

○経営人材・経営サポート人材 

経営者や経営者を支える右腕として企業マネジメントに携わる人材（将来の経

営幹部候補も含む）。 
 
例：企業経営や大手企業での事業部管理等のマネジメント経験者 等 

 

○販路開拓人材 

新規事業や海外現地事業の立ち上げなど、企業にとって新たな販路を開拓し、

売上増等の効果を生み出す人材。 
 
例：商社等での営業や新規事業の立ち上げ経験者、海外事業企画等のグローバ

ルビジネスの経験者 等 
 

○事業再生人材 

企業価値の向上に向けて、企業が抱える課題を解決（財務再構築、事業再編等）

し、事業再生を推進する人材。 
 
例：金融機関のＯＢ等で事業再生に係る案件をマネジメントとして手がけた経

験を有する者 等 
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○生産性向上人材 

開発や生産等の現場で新たな価値（改善による生産性向上、新たな製品開発に

取り組む等）を生み出すことのできる人材。 
 
例：大手企業の工場長等の経験者、技術者として開発リーダー等の経験者 等 

 

○その他の人材 

受入先で求められるスキルについて１０年以上の職業経験を有していること

を一つの目安として、その地域の実情に応じて、プロフェッショナルとみなす

ことのできる人材（特に、ITスキルなどについては、必ずしも年限によらな

いため個別に判断）。 

 

５． ＵＩＪターン助成金額の算出 

都市部からのプロフェッショナル人材の還流を促進する助成金であるため、

「都道府県域外で就業していたプロフェッショナル人材が、域内の企業でお試

し就業すること」を、助成金支出の原則とする（大企業の現地工場の工場長経

験者で、そのまま当該地元に暮らしている人材を雇用する場合など、やむを得

ない場合は、域内のプロフェッショナル人材も対象となりうる）。 

また、基本的には、民間の人材紹介事業者 1の利用が想定されるが、プロフェ

ッショナル人材と受入企業とが直接交渉してお試し就業を行うケースを排除す

るものではない。 

助成金額の支払いは、経費の積み上げを積算して一定金額払う方法も考えら

れるが、基本的には、「お試し就業」のために受入企業がプロフェッショナル人

材に対して、その期間支払う基本的給与の半額を助成することとする、簡素な

形式を推奨する。 

 

＜ＵＩＪターン助成金額の計算式＞ 

�助成金額� = �お試し就業期間中に、受入企業が支払った給与額※�

× 50%（助成率） 

※各受入企業の事情により異なるが、給与には、域外からの転

職を受け入れる場合に基本的に支払われる手当も含まれる。

その手当てとして、例えば、引越費用など移転のための費用、

新居を見つけるまでのホテル宿泊料、住宅補助、通勤手当、

社会保険料の企業負担分が想定される。 

  

                                                   
1 厚生労働大臣により有料職業紹介事業の許可を受けている民間の職業紹介事業者。 
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＜マッチング段階＞ 

人材紹介事業者が、受入企業とプロフェッショナル人材をマッチング 

＜お試し就業の決定＞ 

プロフェッショナル人材と受入企業が、合意した内容に基づいて、お

試し就業の契約を締結 

＜都道府県からの対象認定（お試し就業開始前）＞ 

受入企業の申請に基づき、都道府県が助成金の対象認定を通知 

＜お試し就業の実施＞ 

プロフェッショナル人材が、受入企業のある都道府県へ移住し、受入

企業においてお試し就業を開始（原則３ヶ月を上限） 

＜お試し就業の終了（正式雇用へ）＞ 

お試し就業期間が満了し、プロフェッショナル人材と受入企業の双方

が転職を希望する場合には、正式な雇用契約を締結 
※正式に就業した場合、受入企業は、年１回、プロフェッショナル人材セン

ター（仮称）に就業状況を報告。 

＜都道府県への助成金申請＞ 

受入企業の申請に基づき、都道府県が助成金を受入企業に支給 

６． お試し就業の開始から助成金支給までの主な流れ 

 

（１）ＵＩＪターン助成金支払いまでの主な流れ（イメージ） 
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（２）各段階における詳細の流れ 

 

① お試し就業のマッチング 

人材紹介事業者が、プロフェッショナル人材と受入企業をマッチングし、

転職後のポジション、業務内容、給与、時期等の条件を調整する。調整が進

んできた段階で、ＵＩＪターン助成金の対象の可否について、プロフェッシ

ョナル人材センターの支援を受けつつ、都道府県のＵＩＪターン助成金担当

との相談を開始する。なお、人材紹介事業者を利用しない場合は、プロフェ

ッショナル人材と受入企業が、直接、条件調整を行う。 

 

プロフェッショナル人材と受入企業との間で、お試し就業を行う合意が得

られた場合には、双方間でお試し就業の契約を締結する。具体的には、プロ

フェッショナル人材と受入企業間での有期雇用契約、もしくは、プロフェッ

ショナル人材が勤務している企業と受入企業間での出向契約を締結する。 

 

なお、受入企業が人材紹介事業者を活用する場合、人材紹介事業者に申し

込む求人条件については、原則として、雇用対策法第 10条に基づき年齢の限

定をかけることができない点に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜お試し就業のマッチング段階での流れ＞ 

プロフェッショナル

人材 

受入企業 

人材紹介事業者 

プロフェッショナル

人材センター 

①必要な人材の相談 

①キャリア形成の相談 

②マッチング、条件調整 

④お試し就業の契約締結 

③条件調整等への支援 
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② ＵＩＪターン助成金の対象認定 

プロフェショナル人材の受入企業は、ＵＩＪターン助成金が確実に支払わ

れることを担保するため、プロフェッショナル人材センターの支援を受けつ

つ、都道府県のＵＩＪターン助成金担当に「お試し就業計画 申請書」を提

出する。申請書を受け取った都道府県の担当は、申請書の内容を確認した後

すみやかに、当該お試し就業がＵＩＪターン助成金の対象認定を受けたこと

を、受入企業に通知する。 

 

「お試し就業計画 申請書」には、別紙に示すとおり、簡潔に、以下の４

項目の記載を求めるとともに、雇用契約書の写しなどの書類添付を求める。 

① プロフェッショナル人材の経歴 

② プロフェッショナル人材を採用して行う事業の概要 

③ 利用した職業紹介事業者 

④ ＵＩＪターン助成金の申請見込み金額 

 

本助成金が、目的外に利用されることのないよう、助成金の対象となるプ

ロフェッショナル人材の範囲、受入企業の範囲、対象者の受入企業での勤務

中の住所の範囲等について、その客観的な基準とそれを確認する方法を各都

道府県で定めておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ＵＩＪターン助成金の対象認定段階での流れ＞ 

受入企業 

都道府県 

ＵＩＪターン助成金 

担当 

プロフェッショナル

人材センター 

②助成金の対象認定申請 

①申請に向けての支援 

③助成金の対象認定通知 
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③ お試し就業の実施と終了 

プロフェッショナル人材が、受入企業がある都道府県に移住した後、受入

企業においてお試し就業を開始する。お試し就業期間が満了し、プロフェッ

ショナル人材と受入企業の双方がその後も就業を希望する場合には、改めて

雇用契約を締結する。その場合、受入企業は、年１回、プロフェッショナル

人材センターに就業状況を報告する。 

残念ながら、プロフェッショナル人材もしくは受入企業のいずれかが就業

の継続を希望しない場合には、その後の雇用契約は締結しない。プロフェッ

ショナル人材、受入企業が、別のお試し就業を希望する場合にも、ＵＩＪタ

ーン助成金の支給対象となる（プロフェッショナル人材が、同一都道府県で

次の仕事探しをする場合でも、改めてＵＩＪターン助成金の支給対象となる）。 

 

プロフェッショナル人材センターは、お試し就業が成功するよう、お試し

就業の状況について、受入企業、プロフェッショナル人材の双方にフォロー

アップを行う。また、お試し就業後の雇用契約の締結に至らなかった場合、

プロフェッショナル人材の就職のために、プロフェッショナル人材センター

が支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜お試し就業の実施と終了段階での流れ＞ 

プロフェッショナル 

人材 
受入企業 

プロフェッショナル

人材センター 

②お試し就業の開始 

③人材、企業の双方に対するフォローアップ 

（お試し就業期間中） 

①都市部から 

の移住 ④転職希望（お試し就業後） 

④受入希望（お試し就業後） 

⑤雇用契約の締結 

⑥年一回の就業状況報告 
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④ ＵＩＪターン助成金の支給 

受入企業は、プロフェッショナル人材センターの支援を受けつつ、お試し

就業期間中にプロフェッショナル人材に対して受入企業が支払った給与額を

確認できる給与支払明細書等の確認書類を用意して、都道府県のＵＩＪター

ン助成金担当に、ＵＩＪターン助成金の支給を申請する。 

 

申請を受けた都道府県の担当は、確認書類の内容を確認した後すみやかに、

必要額のＵＩＪターン助成金を、受入企業に支給する。不正受給を防止する

ため、原則として、お試し就業終了後の清算による１回払いでの支給とする

が、都道府県の業務負担上で可能な場合には、月に１回の頻度で遅滞無く清

算手続きを行って、助成金を支給し、受入企業の負担を軽減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ＵＩＪターン助成金の支給段階での流れ＞ 

受入企業 

都道府県 

ＵＩＪターン助成金 

担当 

プロフェッショナル

人材センター 

②助成金の支給申請 

①申請に向けての支援 

③助成金の支給 
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（別紙）                             年  月  日   

 

○○○知事 ○○ ○○ 殿 

住 所 

企業名 

代表者名            印 

お試し就業計画 申請書 

 

１．申請内容 

（１）プロフェッショナル人材の経歴 

（記載例） 

■氏名／生年月日： 

 ○○ ○○（ふりがな） ／ 昭和○○年○月○日生 ○○歳 
 
■概要： 

Ａ商社において海外事業企画部門での１０年以上の経験あり。特に海外法人の立ち上げな

どグローバルビジネスの経験・ノウハウを有している。アメリカ駐在経験もあり。 
 
■ＵＩＪターンの状況： 

今回は、Ａ商社（東京勤務）を退職し、東京都から○○県へのＵターン転職を希望し、当

社においてお試し就業を実施する。 

（２）プロフェッショナル人材を採用して行う事業の概要 

（記載例） 

■配置先及び役職： 

海外事業企画部 本部長 
 
■自社の今後の事業計画とプロフェショナル人材採用の関係： 

当社は、電子部品関連の製造販売を行っているが、自社の成長のためには既存の取引先へ

の販売に加えて、新興国での新たな販売網を構築することが生き残りの生命線であり、海

外現地で事業を立ち上げる計画である。しかしながら海外現地事業の立ち上げ経験のある

従業員がいないため、経験・ノウハウを有したプロフェッショナル人材の獲得がどうして

も必要であった。 

今回、お試し就業により当社が求める人材であると見極めることができれば、海外現地事

業の責任者（海外事業企画本部長 執行役員待遇）として正式に迎えたいと考えている。 

（３）利用した職業紹介事業者 

（記載例） 

■企業名：株式会社○○○○○○ 

プロフェッショナル人材センターへの登録 有・無 

（※センターに登録していない事業者でも可） 

（４）ＵＩＪターン助成金の申請見込み金額 

（記載例） 

■給与月額（Ａ）： 

５０万円 

■交付対象期間（Ｂ）： 

３ヶ月 

■申請金額 計算式（Ａ）×（Ｂ）×１／２ 

 ５０万円 × ３ヶ月 × １／２ ＝ ７５万円 

 

２．添付書類 

(1) 雇用契約書等の写し 

(2) その他参考資料（自社の事業概要がわかるパンフレット等） 
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